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   名張市立小中学校事務処理等に関する規程の一部を改正する規程の制定について 

１．改正理由 

  名張市立小中学校の事務の高度化、効率化等により、学校運営を支援するために設置

している共同実施組織の組織体制を変更するため、所要の改正を行うものとする。 

２．改正内容 

  共同実施組織の実施グループを変更する。 

３．施行期日 

  公表の日から施行する。 



名張市立小中学校事務処理等に関する規程の一部を改正する規程 

 名張市立小中学校事務処理等に関する規程（平成１８年教育委員会規程第１号）の一部

を次のように改正する。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第２条関係） 

共同実施グループ 構成校 

名張中学校区・桔梗が

丘中学校区 

名張中学校、桔梗が丘中学校、名張小学校、蔵持小学校、

比奈知小学校、桔梗が丘小学校、桔梗が丘南小学校、桔梗

が丘東小学校、梅が丘小学校 

赤目中学校区・北中学

校区・南中学校区 

赤目中学校、北中学校、南中学校、薦原小学校、美旗小学

校、錦生赤目小学校、箕曲小学校、つつじが丘小学校、す

ずらん台小学校、百合が丘小学校 

   附 則 

 この規程は、公表の日から施行し、改正後の名張市立小中学校事務処理等に関する規程

の規定は、令和２年４月１日から適用する。 
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名張市立小中学校事務処理等に関する規程の一部を改正する規程新旧対照表 

改正案 現行 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

共同実施グ

ループ 

構成校 共同実施グ

ループ 

構成校 

名張中学校

区・桔梗が丘

中学校区 

名張中学校、桔梗が丘中学校、

名張小学校、蔵持小学校、比奈

知小学校、桔梗が丘小学校、桔

梗が丘南小学校、桔梗が丘東小

学校、梅が丘小学校 

名張中学校

区・赤目中学

校区 

名張中学校、赤目中学校、名張

小学校、比奈知小学校、錦生赤

目小学校、箕曲小学校、梅が丘

小学校、百合が丘小学校 

赤目中学校

区・北中学校

区・南中学校

区 

赤目中学校、北中学校、南中学

校、薦原小学校、美旗小学校、

錦生赤目小学校、箕曲小学校、

つつじが丘小学校、すずらん台

小学校、百合が丘小学校 

桔梗が丘中

学校区・北中

学校区・南中

学校区 

桔梗が丘中学校、北中学校、南

中学校、蔵持小学校、薦原小学

校、美旗小学校、桔梗が丘小学

校、桔梗が丘南小学校、桔梗が

丘東小学校、つつじが丘小学

校、すずらん台小学校 


